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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　走行を含む歩行を検出して対応する歩行信号を出力する歩行検出手段と、前記歩行信号
に基づいて歩数及び歩行ピッチを算出する算出手段と、前記歩行信号に基づいて算出され
る歩行ピッチが所定範囲内になるように前記歩行検出手段の検出感度を制御する制御手段
とを備え、
　前記歩行検出手段は、走行を含む歩行を検出して対応する歩行信号を出力するセンサと
、前記センサからの歩行信号を増幅し歩行信号として出力する増幅手段とを備え、
　前記制御手段は、前記増幅手段からの歩行信号に基づいて前記算出手段が算出する歩行
ピッチが所定範囲内になるように前記増幅手段の利得を制御することを特徴とする歩数計
。
【請求項２】
　前記増幅手段は、利得を決定するための複数の抵抗器を有する抵抗回路と、前記抵抗回
路の抵抗値を制御するためのスイッチ手段とを備えて成り、
　前記制御手段は、前記スイッチ手段を開閉制御して前記抵抗回路の抵抗値を制御するこ
とにより、前記増幅手段の利得を制御することを特徴とする請求項１記載の歩数計。
【請求項３】
　走行を含む歩行を検出して対応する歩行信号を出力する歩行検出手段と、前記歩行信号
に基づいて歩数及び歩行ピッチを算出する算出手段と、前記歩行信号に基づいて算出され
る歩行ピッチが所定範囲内になるように前記歩行検出手段の検出感度を制御する制御手段
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とを備え、
　前記歩行検出手段は、走行を含む歩行を検出して対応する電荷の歩行信号を出力するセ
ンサと、前記センサからの歩行信号を対応する電圧の歩行信号に変換し出力する電荷－電
圧変換手段とを備え、
　前記制御手段は、前記電荷－電圧変換手段からの歩行信号に基づいて前記算出手段が算
出する歩行ピッチが所定範囲内になるように前記電荷－電圧変換手段の利得を制御するこ
とを特徴とする歩数計。
【請求項４】
　前記電荷－電圧変換手段は、利得を決定するための複数のコンデンサを有するコンデン
サ回路と、前記コンデンサ回路の容量値を制御するためのスイッチ手段とを備えて成り、
　前記制御手段は、前記スイッチ手段を開閉制御して前記コンデンサ回路の容量値を制御
することにより、前記電荷－電圧変換手段の利得を制御することを特徴とする請求項３記
載の歩数計。
【請求項５】
　記憶手段を備えて成り、
　前記制御手段は、開閉制御した前記スイッチ手段の開閉状態を前記記憶手段に記憶し、
歩数計測開始時に、前記記憶手段に記憶した開閉状態になるように前記スイッチ手段を制
御することを特徴とする請求項２又は４記載の歩数計。
【請求項６】
　前記記憶手段には所定の歩行ピッチ範囲が記憶されて成り、前記制御手段は、前記算出
手段が算出した歩行ピッチが前記記憶手段に記憶した歩行ピッチ範囲内になるように前記
増幅手段又は電荷－電圧変換手段の利得を制御することを特徴とする請求項５記載の歩数
計。
【請求項７】
　前記所定の歩行ピッチ範囲は上限値が下限値の２倍未満に設定されて成ることを特徴と
する請求項６記載の歩数計。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、歩行を検出して歩数計測を行う歩数計に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、使用者の腕や腰等の身体に装着して、あるいは、使用者が保持しているバッ
グに収納した状態等で使用することにより、当該使用者の歩数を計測する歩数計が開発さ
れており、前記歩数計には、体動ノイズ等の影響を抑制して、正確に歩数を計測するため
に種々の工夫が施されている。
【０００３】
　例えば、特許文献１に記載された歩数計では、報音等の報知手段により所定周期で使用
者に報知を行い、検出される歩行信号が報知手段の報知周期に同期するように、歩行判定
調整手段が歩行判定手段の判定基準を調整するように構成されている。前記歩行判定調整
手段は、歩行判定手段の検出レベル及びマスク期間のうち少なくとも一方を適宜調整する
ことにより、前記報知周期に同期した歩行信号が検出できた時、調整が完了したと判定す
るように構成されている。これにより、体動ノイズ等の影響を抑制することができるため
、より正確な歩数計測が可能になる。
【０００４】
　しかしながら、前述した歩数計においては、報知周期が使用者の普段の慣れた歩行周期
に合わない場合、使用者は普段の歩行と違う歩き方をしなければならず、違和感が生じる
という問題がある。
　仮に、普段はゆっくり歩く使用者が、普段よりも早い周期（歩行ピッチ）で調整を行っ
たとすると、使用者は意識的に早く歩くことになる。早く歩くことにより、腕を振る強度
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も比較的強くなり、その状態で感度を調整することになる。調整が終了し、普段通りゆっ
くり歩くと、今度は感度が不足して正確な検出が出来なくなってしまう恐れがあるという
問題がある。
【０００５】
　また、歩行検出部を構成するセンサや回路系（フィルタ、増幅）等の構成要素のバラツ
キによって、感度にバラツキが生じる。更に、使用者によって歩き方の個人差があるため
、歩行検出に必要な感度は様々である。
　したがって、前記バラツキ及び個人差を吸収できるように歩行検出部の感度を調整する
必要がある。
【０００６】
【特許文献１】特開２００５－２８３３３９号公報（段落［００２５］～［００４５］、
図１、図２）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、構成要素のバラツキや個人差の影響を抑制して、より正確な歩数計測を行う
ことが可能な歩数計を提供することを課題としている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明によれば、歩行を検出して対応する歩行信号を出力する歩行検出手段と、前記歩
行信号に基づいて歩数及び歩行ピッチを算出する算出手段と、前記歩行信号に基づいて算
出される歩行ピッチが所定範囲内になるように前記歩行検出手段の検出感度を制御する制
御手段とを備えて成ることを特徴とする歩数計が提供される。
　歩行検出手段は、歩行を検出して対応する歩行信号を出力する。算出手段は、前記歩行
信号に基づいて歩行ピッチ及び歩数を算出する。制御手段は、前記歩行ピッチが所定範囲
内になるように前記歩行検出手段の検出感度を制御する。
【０００９】
　ここで、前記歩行検出手段は、歩行を検出して対応する歩行信号を出力するセンサと、
前記センサからの歩行信号を増幅し歩行信号として出力する増幅手段とを備え、前記制御
手段は、前記増幅手段からの歩行信号に基づいて前記算出手段が算出する歩行ピッチが所
定範囲内になるように前記増幅手段の利得を制御するように構成してもよい。
　また、前記増幅手段は、利得を決定するための複数の抵抗器を有する抵抗回路と、前記
抵抗回路の抵抗値を制御するためのスイッチ手段とを備えて成り、前記制御手段は、前記
スイッチ手段を開閉制御して前記抵抗回路の抵抗値を制御することにより、前記増幅手段
の利得を制御するように構成してもよい。
【００１０】
　また、前記歩行検出手段は、歩行を検出して対応する電荷の歩行信号を出力するセンサ
と、前記センサからの歩行信号を対応する電圧の歩行信号に変換し出力する電荷－電圧変
換手段とを備え、前記制御手段は、前記電荷－電圧変換手段からの歩行信号に基づいて前
記算出手段が算出する歩行ピッチが所定範囲内になるように前記電荷－電圧変換手段の利
得を制御するように構成してもよい。
【００１１】
　また、前記電荷－電圧変換手段は、利得を決定するための複数のコンデンサを有するコ
ンデンサ回路と、前記コンデンサ回路の容量値を制御するためのスイッチ手段とを備えて
成り、前記制御手段は、前記スイッチ手段を開閉制御して前記コンデンサ回路の容量値を
制御することにより、前記電荷－電圧変換手段の利得を制御するように構成してもよい。
　また、記憶手段を備えて成り、前記制御手段は、開閉制御した前記スイッチ手段の開閉
状態を前記記憶手段に記憶し、歩数計測開始時に、前記記憶手段に記憶した開閉状態にな
るように前記スイッチ手段を制御するように構成してもよい。
【００１２】
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　また、前記記憶手段には所定の歩行ピッチ範囲が記憶されて成り、前記制御手段は、前
記算出手段が算出した歩行ピッチが前記記憶手段に記憶した歩行ピッチ範囲内になるよう
に前記増幅手段又は電荷－電圧変換手段の利得を制御するように構成してもよい。
　また、前記所定の歩行ピッチ範囲は上限値が下限値の２倍未満に設定されて成るように
構成してもよい。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明に係る歩数計によれば、構成要素のバラツキや個人差の影響を抑制して、より正
確な歩数計測を行うことが可能になる。
　また、感度調整時の歩行ピッチを特定の１種の値に規定しないように構成しているので
、使用者の普段の歩行状態で調整することが可能となり、使用者に違和感を与えることが
ないという効果を奏する。
　また、より普段の歩行に合った条件で調整することが出来るため、実際の歩行検出にお
いて検出精度が向上するという効果をも奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　図１は、本発明の第１の実施の形態に係る歩数計のブロック図であり、腕や腰に装着し
て、あるいは、バッグ等に収納した状態で保持して使用されるように構成された歩数計の
例である。
　図１において、歩数計は、使用者の歩行（走行も含む。）を検出して該歩行に対応する
電荷の信号（歩行信号）を出力する加速度センサ１０１、加速度センサ１０１からの電荷
の歩行信号をこれに対応する電圧の歩行信号に変換して出力する電荷－電圧変換手段１０
２、電荷－電圧変換手段１０２からの信号からノイズを除去した歩行信号を出力するフィ
ルタ手段１０３、フィルタ手段１０３からの歩行信号を増幅して出力する増幅手段１０４
、増幅手段１０４からの歩行信号を波形整形して二値のデジタル信号形式の歩行信号を出
力する二値化手段１０５を備えている。尚、加速度センサ１０１は、加速度に応じた電荷
を発生する素子である。
【００１５】
　また、歩数計は、二値化手段１０５からの歩行信号に基づいて所定時間当たりの歩数（
歩行ピッチ）及び歩数を算出すると共に増幅手段１０４の利得を制御する中央処理装置（
ＣＰＵ）１０６、入力スイッチ等によって構成された入力手段１０７、液晶表示装置等に
よって構成され歩数等を表示する表示手段１０８、圧電スピーカ等によって構成され設定
完了や異常等を音で報知する報音手段１０９、基準クロック信号を生成する発振手段１１
０、フラッシュメモリ等の不揮発性メモリによって構成された記憶手段１１１を備えてい
る。
【００１６】
　増幅手段１０４は、演算増幅器１１２、抵抗器１１３、１２０、利得制御用抵抗器１１
８、１１９、コンデンサ１１４、利得制御用スイッチ手段１１５を備えている。スイッチ
手段１１５は、抵抗器１２０に対して並列接続された複数の利得制御用スイッチ１１６、
１１７を備えている。スイッチ１１６、１１７は各々、利得制御用抵抗器１１８、１１９
と直列に接続されている。各スイッチ１１６、１１７には、機械的なスイッチでもよく又
、半導体スイッチでもよい。
【００１７】
　記憶手段１１１には、ＣＰＵ１０６が実行するプログラム、通常の歩行が行われたとき
に得られる所定の歩行ピッチの範囲を示す歩行ピッチの上限値及び下限値、増幅手段１０
４の利得設定が行われたときのスイッチ手段１１５（換言すれば、スイッチ１１６、１１
７）の開閉状態が記憶されている。前記所定の歩行ピッチの範囲は、その範囲の上限値が
下限値の２倍未満になるように設定する（例えば、下限値が８０歩／分で上限値が１３５
歩／分）。これにより、一歩おきに歩行を検出できないような事態が発生した場合には検
出異常と判定できる。
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【００１８】
　ここで、センサ１０１、電荷－電圧変換手段１０２、フィルタ手段１０３、増幅手段１
０４及び二値化手段１０５は、歩行を検出して対応する歩行信号を出力する歩行検出手段
を構成している。ＣＰＵ１０６は、二値化手段１０５からの歩行信号に基づいて歩行ピッ
チ及び歩数を算出する算出手段、歩行信号に基づいて算出される歩行ピッチが前記所定の
ピッチ範囲内になるように前記歩行検出手段の検出感度（具体的には増幅手段１０４の利
得）を制御する制御手段を構成している。また、抵抗器１１３、１１８～１２０は抵抗回
路を構成している。
【００１９】
　図２は、本発明の第１の実施の形態に係る歩数計の処理を示すフローチャートであり、
主としてＣＰＵ１０６が記憶手段１１１に記憶されたプログラムを実行することによって
行う処理を示している。
　また、図３は、本第１の実施の形態におけるタイミング図であり、増幅手段１０４の利
得が適正に調整制御されている場合（調整ＯＫ）のタイミング図と、利得の調整制御が不
適切な場合（調整ＮＧ）のタイミング図を並記している。
【００２０】
　使用者の歩行に応じた歩行衝撃が発生する毎に、センサ１０１がこれを検出して対応す
る歩行信号を出力し、増幅手段１０４は、電荷－電圧変換手段１０２及びフィルタ手段１
０３を介して入力された歩行信号を増幅してアナログ形式の歩行信号を出力する。二値化
手段１０５は増幅手段１０４からのアナログ形式の歩行信号をデジタル形式の歩行信号に
変換して出力する。ＣＰＵ１０６は、二値化手段１０５からの最新の歩行信号を含む所定
数の歩行信号に基づいて歩行ピッチを算出する。
【００２１】
　増幅手段１０４の利得制御が適正に成されている場合には、ＣＰＵ１０６は各歩行信号
（換言すれば各歩行衝撃）に対応する歩行ピッチを算出することができる。図３では、利
得制御が適正に成されている場合に算出した歩行ピッチは、９２～９９歩／分である。利
得制御が不適正な場合には、歩行衝撃に対応する歩行信号が検出されない場合があるため
、歩行ピッチが４７歩／分と通常歩行時の歩行ピッチに比べて大幅に小さくなっている。
したがって、前記歩行ピッチの所定範囲を例えば８０歩／分～１３５歩／分に設定してお
くことにより、増幅手段１０４の利得が適正に制御されたか否かの判別が可能になる。
【００２２】
　以下、図１～図３を用いて、本第１の実施の形態に係る歩数計の動作を説明する。
　先ず、使用者は、腕などに歩数計を装着して動作を開始する。このときＣＰＵ１０６は
、購入後初めて使用するときや設定情報をリセットして使用する場合等のように、増幅手
段１０４の利得調整の情報等が記憶手段に記憶されていない場合、調整が未完了であるこ
とを表す調整完了マークを表示手段１０８に表示する（ステップＳ２００）。
【００２３】
　この状態で、使用者が入力手段１０７を操作することによって歩数計の動作モードを調
整モードにセットし（ステップＳ２０１）、歩行を開始すると（ステップＳ２０２）、加
速度センサ１０１は、使用者の歩行（図３の歩行衝撃）を検出する毎に該歩行に対応する
電荷の信号（歩行信号）を出力する。
　電荷－電圧変換手段１０２はセンサ１０１からの電荷の歩行信号を、対応する電圧の歩
行信号に変換して出力する。フィルタ手段１０３は、電荷－電圧変換手段１０２からの信
号からノイズを除去した歩行信号を出力する。
【００２４】
　増幅手段１０４のスイッチ１１６、１１７は、初期状態では開状態となっており、した
がって、初期状態の増幅手段１０４の利得は最小となっている。増幅手段１０４は、フィ
ルタ手段１０３からの歩行信号を、最小の利得によって増幅し、二値化手段１０５に出力
する。尚、ＣＰＵ１０６は、増幅手段１０４の利得を制御する場合、後述するように、増
幅手段１０４の利得が最小値から順に大きくなるようにスイッチ１１６、１１７を開閉制
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御する。即ち、ＣＰＵ１０６は、増幅手段１０４の利得が単調に変化するように制御する
。
　二値化手段１０５は、増幅手段１０４からの歩行信号を波形整形してデジタル信号形式
の歩行信号を出力する。
【００２５】
　ＣＰＵ１０６は、二値化手段１０５からの歩行信号を検出したか否か即ち二値化手段か
ら歩行信号が入力されたか否かを判断し（ステップＳ２０３）、二値化手段１０５からの
歩行信号を検出していないと判断した場合には、所定時間経過したか否か、即ち所定時間
（換言すれば所定歩数）連続して歩行信号を検出していないかを判断し（ステップＳ２０
４）、所定時間経過していないと判断した場合にはスイッチ１１６、１１７を開閉制御す
ることによって増幅手段１０４の利得を大きくした後、処理ステップＳ２０３に戻る。
【００２６】
　ＣＰＵ１０６は、処理ステップＳ２０４において所定時間経過したと判断した場合、増
幅手段１０４の利得を調整制御しても適正な感度調整ができなかった旨を報音手段１０９
から報知する（ステップＳ２０６）。
　使用者が入力手段１０７を操作して、再度調整実行（リトライ）を指定すると、ＣＰＵ
１０６は前記リトライ指示を検出して（ステップＳ２０７）、処理ステップＳ２００へ戻
って前記処理を繰り返す。ＣＰＵ１０６は、処理ステップ２０７において、入力手段１０
７からリトライ指示が入力されないと判断した場合には感度調整制御処理を終了する。
【００２７】
　一方、ＣＰＵ１０６は、処理ステップＳ２０３において、二値化手段１０５からの歩行
信号を検出したと判断すると、前記歩行信号を含む所定数の歩行信号に基づいて前記歩行
信号に対応するピッチを算出し、該算出したピッチが記憶手段１１１に記憶されている所
定のピッチ範囲内か否かを判断する（ステップＳ２０８）。
　ＣＰＵ１０６は、処理ステップＳ２０８において、前記算出したピッチが所定ピッチ範
囲内と判断した後、所定時間経過した（即ち、所定時間（所定歩数）連続して歩行信号を
検出した）と判断すると（ステップＳ２０９）、感度調整が正常に完了した旨の報知（Ｏ
Ｋ報知）を報音手段１０９から行う（ステップＳ２１０）。
【００２８】
　次に、ＣＰＵ１０６は、表示手段１０８に表示していた調整未完了マークを消灯した後
（ステップＳ２１１）、前記利得調整を行うために開閉制御したスイッチ手段１１５の開
閉設定状態（スイッチ１１６、１１７の開閉設定状態）の情報を記憶手段１１１に保存し
て処理を終了する（ステップＳ２１２）。記憶手段１１１は不揮発性メモリによって構成
されているため、電源を切っても前記記憶した情報は消えずに保存される。
　ＣＰＵ１０６は、一旦歩数計測が終了した後に電源起動して再び歩数計測開始した場合
等には、記憶手段１１１に記憶した開閉状態になるようにスイッチ手段１１５（具体的に
はスイッチ１１６、１１７）を開閉制御して増幅手段１０４の利得を適正な値にした後、
歩数計測を開始する。
【００２９】
　ＣＰＵ１０６は、処理ステップＳ２０８において前記算出したピッチが所定ピッチ範囲
外と判断した場合には、スイッチ手段１１５（具体的にはスイッチ１１６、１１７）を開
閉制御することによって増幅手段１０４の利得を変更し（この場合、利得が大きくなるよ
うにスイッチ１１６、１１７を開閉制御する。）、ステップＳ２０３へ戻って前記処理を
繰り返す（ステップＳ２１３）。
　歩行検出手段の検出感度調整終了後、入力手段１０７の操作によって歩数計測モードへ
移行して、歩数計測動作を開始する。
【００３０】
　以上のように本第１の実施の形態に係る歩数計によれば、構成要素のバラツキや個人差
の影響を抑制して、より正確な歩数計測を行うことが可能になる。
　また、調整時の歩行ピッチを規定しないため、使用者の普段の歩行状態で調整すること
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が可能となり、使用者に違和感を与えることがないという効果を奏する。
　また、より普段の歩行に合った条件で調整することが出来るため、実際の歩行検出にお
いて検出精度が向上するという効果を奏する。
【００３１】
　また、増幅手段１０４の利得を切り替えることによって、前記歩行信号に基づいて算出
される歩行ピッチが所定範囲内になるように歩行検出手段の検出感度を制御するように構
成しているため、耐ノイズ性に優れるという効果をも奏する。
　尚、本第１の実施の形態においては、センサ１０１として加速度センサを使用したが、
振動によってスイッチが開閉動作する機械的なスイッチを有するセンサを使用してもよい
。
【００３２】
　図４は、本発明の第２の実施の形態に係る歩数計のブロック図であり、図１と同一部分
には同一符号を付している。
　前記第１の実施の形態においては、歩行検出手段の感度調整のために、増幅手段１０４
の利得を調整するようにしたが、本第２の実施の形態では、電荷－電圧変換手段の利得を
調整制御するように構成している。
【００３３】
　図４において、歩数計は、使用者の歩行（走行も含む。）を検出して該歩行に対応する
電荷の信号（歩行信号）を出力する加速度センサ１０１、加速度センサ１０１からの電荷
の歩行信号に対応する電圧の歩行信号に変換して出力する電荷－電圧変換手段４０１、電
荷－電圧変換手段４０１からの信号からノイズを除去して歩行信号を出力するフィルタ手
段１０３、フィルタ手段１０３からの歩行信号を増幅して出力する増幅手段４０２、増幅
手段４０２からのアナログ信号形式の歩行信号を波形整形して二値のデジタル信号形式の
歩行信号を出力する二値化手段１０５、二値化手段１０５からの歩行信号に基づいて歩行
ピッチ及び歩数を算出すると共に電荷－電圧変換手段４０１の利得を制御する中央処理装
置（ＣＰＵ）４０３、入力手段１０７、表示手段１０８、報音手段１０９、発振手段１１
０、記憶手段１１１を備えている。
【００３４】
　加速度センサ１０１は、加速度に応じた電荷を発生する素子である。ある加速度に対し
、加速度センサ１０１が電荷Ｑを発生したとき、その出力を容量Ｃのコンデンサで受けた
場合、前記コンデンサの両端電圧はＱ／Ｃで表すことが出来る。加速度センサ１０１のセ
ンサ性能のばらつきで、単位加速度あたりに発生する電荷が、一定範囲でばらついた場合
、電荷を受けるコンデンサ回路の容量を一定範囲で調節することにより、歩行の検出感度
を一定に保つことが可能になる。
　使用者に適した検出感度に調整する場合も前記同様にコンデンサ回路の容量Ｃを調節す
ることで、歩行の検出感度を調整することが可能になる。これが、本第２の実施の形態に
おける歩行感度調整の基本原理である。
【００３５】
　電荷－電圧変換手段４０１は、演算増幅器４０４、演算増幅器４０４の入出力間に接続
された抵抗器４０５、抵抗器４０５に対して並列接続されたコンデンサ４０６、コンデン
サ４０６に対して並列接続された利得制御用の複数のコンデンサ４０７、４０８、コンデ
ンサ４０７、４０８に直列接続された複数のスイッチ４１０、４１１を有するスイッチ手
段４０９を備えている。
【００３６】
　ここで、加速度センサ１０１、電荷－電圧変換手段４０１、フィルタ手段１０３、増幅
手段４０２及び二値化手段１０５は、歩行を検出して対応する歩行信号を出力する歩行検
出手段を構成している。また、ＣＰＵ４０３は、二値化手段１０５からの歩行信号に基づ
いて歩行ピッチ及び歩数を算出する算出手段、歩行信号に基づいて算出される歩数が所定
範囲内になるように前記歩行検出手段の検出感度（具体的には、電荷－電圧変換手段４０
１の利得）を制御する制御手段を構成している。
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【００３７】
　本第２の実施の形態と前記第１の実施の形態の相違点は、前記第１の実施の形態では、
利得が所定値に固定された電荷－電圧変換手段１０２を用いると共に利得が可変な増幅手
段１０４を用いたのに対して、本第２の実施の形態では、利得が可変な電荷－電圧変換手
段を用いると共に利得が所定値に固定された増幅手段４０２を用いている点である。
　その他の構成は同一であり、従って、ＣＰＵ４０３が電荷－電圧変換手段４０１の利得
を制御するように動作する点以外は、ＣＰＵ４０３の処理内容やタイミングは、図２、図
３と同様である。
【００３８】
　以下、本第２の実施の形態について、図４を用いて（必要に応じて図１～図３を参照し
て）、前記第１の実施の形態と相違する部分について動作を説明する。
　使用者が入力手段１０７を操作して調整モードにセットして、歩行開始すると、加速度
センサ１０１は、使用者の歩行（図３の歩行衝撃）を検出する毎に該歩行に対応する電荷
の歩行信号を出力する。
【００３９】
　電荷－電圧変換手段４０１は加速度センサ１０１からの歩行信号を、対応する電圧の歩
行信号に変換して出力する。電荷－電圧変換手段４０１のスイッチ４１０、４１１は、初
期状態では開状態となっており、したがって、初期状態の電荷－電圧変換手段４０１の利
得は最小となっている。電荷－電圧変換手段４０１は、加速度センサ１０１からの歩行信
号を、最小の利得によって増幅し、フィルタ手段１０３に出力する。
【００４０】
　尚、ＣＰＵ４０３は、電荷－電圧変換手段４０１の利得を制御する場合、電荷－電圧変
換手段４０１の利得が最小値から順に大きくなるようにスイッチ４１０、４１１を開閉制
御する。即ち、電荷－電圧変換手段４０１の利得が単調に変化するようにスイッチ４１０
、４１１を開閉制御する。
【００４１】
　フィルタ手段１０３は、電荷－電圧変換手段４０１からの信号からノイズを除去した歩
行信号を出力する。増幅手段４０２は、フィルタ手段１０３からの歩行信号を所定利得で
増幅し、アナログ信号形式の歩行信号を二値化手段１０５に出力する。二値化手段１０５
は、増幅手段４０２からのアナログ形式の歩行信号を波形整形してデジタル信号形式の歩
行信号を出力する。
【００４２】
　ＣＰＵ４０３は、図２と同様の処理を行うことにより、二値化手段１０５から出力され
る歩行信号に基づいて算出した歩行ピッチが、記憶手段１１１に記憶した所定の歩行ピッ
チ範囲内に入るように電荷－電圧変換手段４０１のスイッチ手段４０９（具体的にはスイ
ッチ４１０、４１１）を開閉制御する。
【００４３】
　ＣＰＵ１０６は、前記算出した歩行ピッチが前記所定の歩行ピッチ内になったときに利
得調整を終了するが、そのときのスイッチ手段４０９（具体的にはスイッチ４１０、４１
１）の開閉設定状態の情報を記憶手段１１１に保存して処理を終了する。歩行検出手段の
検出感度調整終了後、入力手段１０７の操作によって歩数計測モードへ移行して、歩数計
測動作を開始する。
　ＣＰＵ１０６は、一旦歩数計測が終了した後に電源起動して再び歩数計測開始した場合
等には、記憶手段１１１に記憶した開閉状態になるようにスイッチ手段４０９を開閉制御
して電荷－電圧変換手段４０１の利得を適正な値にした後、歩数計測を開始する。
【００４４】
　以上述べたように本第２の実施の形態によれば、前記第１の実施の形態と同様に、歩数
計の構成要素のバラツキや個人差の影響を抑制して、より正確な歩数計測を行うことが可
能になる等の効果を奏するばかりでなく、コンデンサを切り替えるようにしているため、
容量値の小さなコンデンサを複数使用することにより、利得の微調整が可能、したがって
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【産業上の利用可能性】
【００４５】
　腕に装着して使用する方式の歩数計、腰に装着して使用する方式の歩数計、バッグ等に
収納して保持した状態で使用する方式の歩数計等、各種の歩数計に適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る歩数計のブロック図である。
【図２】本発明の第１の実施の形態に係る歩数計の処理を示すフローチャートである。
【図３】本発明の第１の実施の形態に係る歩数計のタイミング図である。
【図４】本発明の第２の実施の形態に係る歩数計のブロック図である。
【符号の説明】
【００４７】
１０１・・・歩行検出手段を構成するセンサ
１０２、４０１・・・歩行検出手段を構成する電荷－電圧変換手段
１０３・・・歩行検出手段を構成するフィルタ手段
１０４、４０２・・・歩行検出手段を構成する増幅手段
１０５・・・歩行検出手段を構成する二値化手段
１０６、４０３・・・算出手段及び制御手段を構成するＣＰＵ
１０７・・・入力手段
１０８・・・表示手段
１０９・・・報音手段
１１０・・・発振手段
１１１・・・記憶手段
１１３、１１８～１２０・・・抵抗回路を構成する抵抗器
１１５、４０９・・・スイッチ手段
１１６、１１７、４１０、４１１・・・スイッチ
４０６～４０８・・・コンデンサ回路を構成するコンデンサ
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